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１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
八
九
・
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
八
十
九
号

秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
一
条

秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
九
条
第
四
項
及
び
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を

「
第
十
条
第
四
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
様
式
第
十
号
」
を

「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
飼
い
犬
の
返
還
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
、
「
飼
い
犬
返
還

申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
」
を
「
当
該
飼
い
犬
の
返
還
」
に
、
「
提
出

し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一

項
」
に
、
「
の
開
始
時
刻
及
び
終
了
時
刻
は
、
処
分
の
」
を
「
を
開
始
す

る
時
刻
及
び
当
該
処
分
を
終
了
す
る
時
刻
は
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
を
し
て
」
を
「
に
」
に
、
「
の
終
了
時
刻
」
を
「
を
終
了
す
る

時
刻
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分
の
公
示
等
）
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二

項
」
に
改
め
、
「
公
示
は
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
直
ち
に
」
の
下
に
「
条
例
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
の
開
始
時
刻
」
を
「
を
開
始
す
る
時
刻
」

に
、
「
の
終
了
時
刻
」
を
「
を
終
了
す
る
時
刻
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
第
一
項
」
を
「
条
例
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条

と
す
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
届
出
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
二
十
条
の
二
中
「
第
二
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、
「
様

式
第
十
三
号
の
二
」
を
「
動
物
愛
護
管
理
員
証
（
様
式
第
三
号
）
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
犬
及
び
猫
の
引
取
り
の
申
請
）
」
に
改

め
、
同
条
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、

「
犬
（
猫
）
引
取
り
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
」
を
「
当
該
犬
又
は
猫

の
引
取
り
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
補
則
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
二
条
を
削
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
一
号
中
「
飼
い
主
飼
養
標
識
（
第
５
条
」
を
「
飼
い
犬
飼
養
標

識
（
第
３
条
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
号
中
「
第1

5

条
」
を
「
第
４
条
」
に
改
め
、
同
様
式
表
面
中

「
第1

9

条
第
１
項
及
び
第2

5

条
第
１
項
」
を
「
第1

0

条
第
１
項
及
び
第1

6

条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中
「
第1

9
条
」
を
「
第1

0

条
」
に
、

「
第
９
条
第
１
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
条
第
１
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
第

2
5

条
」
を
「
第1

6

条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
十
三
号
の
二
中
「
第2

0

条
の
２
」
を
「
第1

0

条
」
に
改
め
、
同

様
式
裏
面
中
「
次
」
を
「
、
次
」
に
、
「
で
あ
り
ま
す
」
を
「
で
す
」

に
、
「
第2

5

条
の
２
」
を
「
第1

7

条
」
に
、
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
（
昭
和4

8

年
法
律
第1

0
5

号
）
第1

7

条
第
１
項
」
を
「
法
第

3
4

条
第
１
項
」
に
、
「
同
法
第1

3

条
第
１
項
」
を
「
法
第2

4

条
第
１
項

又
は
第3

3

条
第
１
項
」
に
改
め
、
「
及
び
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
調
査
」
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
四
号
を
削
る
。

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
狂
犬
病
予
防
並
び
に
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
事
務
を
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
狂
犬
病
予
防
並
び
に
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
事
務
を
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
平
成

九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
（二）
中
「
、
予
防
員
」
を
「
予
防
員
」
に
改
め
、
同
号
（三）
中

「
係
留
さ
れ
て
」
を
「
、
係
留
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

二
　
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六

号
）
に
関
す
る
事
務

第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
防
員
に
、
毒
え
さ
の
置
か
れ

た
場
所
を
巡
視
さ
せ
、
及
び
毒
え
さ
の
回
収
を
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
第
三
号
中
「
（八）
及
び
（九）
」
を
「
□
及
び
□
」
に
改
め
、
（一）
か
ら
（四）

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（一）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
登
録
を
す
る
こ

と
。

（二）

第
十
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
登
録
等
の
申
請
を
受

理
す
る
こ
と
。

（三）

第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱

業
者
登
録
簿
に
登
録
等
を
す
る
こ
と
。

（四）

第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱

業
者
登
録
簿
に
登
録
等
を
し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
号
□
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」

に
、
「
、
負
傷
動
物
」
を
「
負
傷
動
物
」
に
改
め
、
同
号
□
を
同
号
□
と

し
、
同
号
（十）
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
前
段
」

に
、
「
、
犬
又
は
猫
の
引
取
り
を
行
う
」
を
「
犬
又
は
猫
を
引
き
取
る
」

に
改
め
、
同
号
中
（十）
を
□
と
し
、
□
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

□

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
傷
動
物
等
の
発
見
の
通

報
を
受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
号
（九）
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
中
（九）
を
■
と
し
、
□
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

□

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
必

規
　
　
　
　
　
　
則

飼
い
主
飼
養
標
識
（
第
５
条
　
　
　
飼
い
犬
飼
養
標

識
（
第
３
条

第
1
5
条
　
　
　
第
４
条

第
1
9
条
第
１
項
及
び
第
2
5
条
第
１
項
　
　
　
第
1
0
条
第
１
項
及
び
第
1
6

条
第
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
1
9
条
　
　
　
第
1
0
条

第
９
条
第
１
項
た
だ
し
書
　
　
　
前
条
第
１
項
た
だ
し
書
　
　
　
　
第

2
5
条
　
　
　
第
1
6
条

第
2
0
条
の
２
　
　
　
第
1
0
条

次
　
　
　
、
次
　
　
　
　
で
あ
り
ま
す
　
　
　
で
す

第
2
5
条
の
２
　
　
　
第
1
7
条
　
　
　
　
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
4
8
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
1
7
条
第
１
項
　
　
　
法
第

3
4
条
第
１
項
　
　
　
　
同
法
第
1
3
条
第
１
項
　
　
　
法
第
2
4
条
第
１
項

又
は
第
3
3
条
第
１
項
　
　
　
　
　
　
及
び
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
調
査

（ ）二十

（ ）二十

（ ）十九

（ ）二十

（ ）十一

（ ）十一
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２

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

□

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

□

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
の
許
可
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

□

第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管

の
許
可
等
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
。

□

第
二
十
七
条
第
二
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管

の
許
可
等
に
条
件
を
付
す
こ
と
。

□

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

□

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

□

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許

可
を
取
り
消
す
こ
と
。

□

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の

方
法
等
に
違
反
し
た
特
定
動
物
飼
養
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

□

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
動
物
飼
養
者
に
対

し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ

と
。

別
表
第
三
号
（八）
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」

に
改
め
、
「
そ
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め
に
」
を
削
り
、
同
号
（八）
を
同
号

■
と
し
、
同
号
（七）
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
動
物
取
扱
業
者
に
対
し
、
必
要
な
」

を
加
え
、
同
号
（七）
を
同
号
■
と
し
、
同
号
（六）
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
当
該
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同
号
（六）

を
同
号
■
と
し
、
同
号
（五）
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第

一
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一

項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
改
善
す
る
べ
き
」
を
「
改
善
す
べ
き
」
に
改

め
、
同
号
中
（五）
を
■
と
し
、
■
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

■

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
動
物
取
扱
責
任
者
研
修

を
受
け
さ
せ
て
い
な
い
動
物
取
扱
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
号
（四）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（五）

第
十
二
条
第
一
項
（
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱

業
の
登
録
等
を
拒
否
す
る
こ
と
。

（六）

第
十
二
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
三
項
及

び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
動
物
取
扱
業
の
登
録
等
を
拒
否
し
た
旨
を
通
知
す
る
こ

と
。

（七）

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
更
新

を
す
る
こ
と
。

（八）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
登
録
に
係
る

事
項
の
変
更
又
は
飼
養
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

（九）

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
登
録
に
係
る

事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

（十）

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱
業
者
登
録
簿
を
閲
覧
に
供

す
る
こ
と
。

■

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
者
の
死
亡
等
の

届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

■

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
を
抹
消
す
る

こ
と
。

■

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
を
取

り
消
し
、
又
は
そ
の
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

■

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
を

行
う
こ
と
。

別
表
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

□

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を

行
う
こ
と
。

別
表
第
五
号
（一）
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

（二）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分
を
開
始

す
る
時
刻
及
び
当
該
処
分
を
終
了
す
る
時
刻
を
定
め
る
こ
と
。

（三）

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
、
毒
え
さ
の
置
か
れ

た
場
所
を
巡
視
さ
せ
る
と
と
も
に
、
毒
え
さ
を
回
収
さ
せ
る
こ

と
。

（四）

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。

（五）

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
広
報
を
行
う
こ
と
。

（六）

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
の
申
請
を
受
理

す
る
こ
と
。

別
表
第
五
号
を
同
表
第
六
号
と
し
、
同
表
第
四
号
中
「
（六）
か
ら
■
ま
で

及
び
■
」
を
「
（一）
か
ら
（五）
ま
で
及
び
（七）
か
ら
（九）
ま
で
」
に
改
め
、
（一）
か
ら

（五）
ま
で
を
削
り
、
同
号
（六）
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
（六）
を
同
号
（一）
と
し
、
同
号
（七）
中
「
第
二
十
条
第
一

項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
、
犬
の
引
取
り
」
を
「
抑
留
し
た

犬
を
引
き
取
る
べ
き
旨
」
に
、
「
犬
を
」
を
「
飼
い
犬
を
」
に
改
め
、
同

号
（七）
を
同
号
（二）
と
し
、
同
号
（八）
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
、
犬
」
を
「
抑
留
し
た
犬
」
に
改
め
、
同
号
（八）
を
同
号

（三）
と
し
、
同
号
（九）
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」

に
、
「
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分
を
す
る
」
を
「
区
域
及
び
期
間
を
定
め
、

当
該
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
と
協
議
し
て
、
薬
物
に
よ
り
係
留
さ
れ

て
い
な
い
犬
を
処
分
す
る
」
に
改
め
、
同
号
中
（九）
を
（四）
と
し
、
（四）
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（五）

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
区
域
及
び
期
間
を
公

示
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（六）

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
が
逸
走
し
た
旨
の
通
報
を

受
理
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
号
（十）
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
事
故
発

生
時
」
を
「
特
定
動
物
等
に
よ
る
加
害
事
故
の
発
生
の
日
時
等
」
に
改

め
、
同
号
（十）
を
同
号
（七）
と
し
、
同
号
■
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を

「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
人
の
生
命
等
に
害
を

加
え
、
又
は
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
の
」
を
、
「
飼
い
主
」
の
下
に

「
等
」
を
加
え
、
同
号
中
■
を
（八）
と
し
、
■
を
削
り
、
同
号
■
中
「
第
二

十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
報
告
等
」
を
「
動
物

の
飼
い
主
に
対
し
、
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
」
に
改
め
、
同

号
■
を
同
号
（九）
と
し
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年

環
境
省
令
第
一
号
）
に
関
す
る
事
務

（一）

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。

（二）

第
二
条
第
五
項
（
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

（三）

第
二
条
第
六
項
（
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
の
再
交
付
を
す
る
こ
と
。

（四）

第
二
条
第
八
項
（
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
を
亡
失
し
た
旨
の
届
出
の
受
理

を
す
る
こ
と
。

（五）

第
二
条
第
九
項
（
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
の
返
納
の
受
理
を
す
る
こ
と
。

（六）

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
期
間
前
の
登
録
の
更
新
を

す
る
こ
と
。

（七）

第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。

（八）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
の
開
催

に
つ
い
て
通
知
す
る
こ
と
。

（九）

第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
知
事

が
開
催
す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
を
指
定
す
る
こ
と
。

（ ）三十

（ ）十九

（ ）十八

（ ）十七
（ ）十六

（ ）十五

（ ）十五

（ ）十一（ ）十三

（ ）十一

（ ）十二（ ）十三（ ）十四

（ ）十一

（ ）十二

（ ）十一

（ ）十三

（ ）十三
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（十）

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
を
受
け
る
こ
と
。

□

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可

の
有
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

□

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
。

□

第
十
五
条
第
五
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

□

第
十
五
条
第
六
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付
を
す
る
こ
と
。

□

第
十
五
条
第
八
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
を
亡
失
し
た
旨
の
届
出
を

受
理
す
る
こ
と
。

□

第
十
五
条
第
九
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
の
受
理
を
す
る
こ

と
。

□

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管

を
や
め
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

□

第
十
七
条
第
一
号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
観
覧
者
の
動

物
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
展
示
し
て
い
る

特
定
動
物
で
あ
っ
て
、
観
覧
者
等
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

も
の
と
認
め
る
こ
と
。

□

第
十
七
条
第
一
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
観
覧
者
の
動

物
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
展
示
し
て
い
る

特
定
動
物
で
あ
っ
て
、
観
覧
者
等
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

も
の
と
認
め
る
こ
と
。

□

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管

の
許
可
に
係
る
事
項
の
変
更
の
許
可
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

□

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
。

□

第
二
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
内
容
の
届
出
を
受
理

す
る
こ
と
。

（
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一

部
改
正
）

第
三
条

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
十
二
号
（一）
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
「
そ
の
事
態
を
除
去
す
る
た
め
に
」
を
削
り
、
同
号
（二）
中

「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
（三）
中

「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
前
段
」
に
、
「
の
引
取

り
を
行
う
」
を
「
を
引
き
取
る
」
に
改
め
、
同
号
中
（三）
を
（四）
と
し
、
（二）
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（三）

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

別
表
第
三
十
三
号
（一）
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
職
員
に
」
を
加
え
、
「
抑
留
す
る
」

を
「
抑
留
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第

十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
犬
の
引
取
り
」
を
「
抑
留
し
た
犬
を
引
き
取
る

べ
き
旨
」
に
、
「
犬
を
」
を
「
飼
い
犬
を
」
に
改
め
、
同
号
（三）
中
「
第
二

十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
、
」
の
下

に
「
抑
留
し
た
」
を
加
え
、
同
号
（四）
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
よ
る
犬
の
処
分
を
す
る
」
を
「
よ
り
係
留
さ
れ

て
い
な
い
犬
を
処
分
す
る
」
に
改
め
、
同
号
（七）
中
「
第
二
十
五
条
第
一

項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
報
告
等
」
を
「
犬
の
飼
い
主
に
対

し
、
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
」
に
、
「
立
入
検
査
」
を
「
立

入
調
査
」
に
改
め
、
同
号
（七）
を
同
号
（八）
と
し
、
同
号
（六）
中
「
第
二
十
四
条

第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
人
の
生

命
等
に
害
を
加
え
、
又
は
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
を
、
「
飼
い
主
」
の

下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
号
（六）
を
同
号
（七）
と
し
、
同
号
（五）
中
「
第
二
十
三

条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
事
故
発
生
時
」
を
「
飼
い
犬
に
よ
る
加
害

事
故
の
発
生
の
日
時
等
」
に
改
め
、
同
号
中
（五）
を
（六）
と
し
、
（四）
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

（五）

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
区
域
及
び
期
間
を
公

示
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

別
表
第
三
十
三
号
の
二
（一）
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（二）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分
を
開
始

す
る
時
刻
及
び
当
該
処
分
を
終
了
す
る
時
刻
を
定
め
る
こ
と
。

（三）

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
、
毒
え
さ
の
置
か
れ

た
場
所
を
巡
視
さ
せ
る
と
と
も
に
、
毒
え
さ
を
回
収
さ
せ
る
こ

と
。

（四）

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
薬
物
に
よ
る
犬
の
処
分

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。

（五）

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
広
報
を
行
う
こ
と
。

（六）

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
の
申
請
を
受
理

す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）十一（ ）十二（ ）十三（ ）十四（ ）十五（ ）十六（ ）十七（ ）十八（ ）十九（ ）二十
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